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当マニュアルは、本市で実施する測量や設計業務において、業務負担軽減を目的とした成

果品作成・納品方法の簡素化手法を示したものである。 

本市発注業務は、国土交通省「電子納品運用ガイドライン」や「CAD製図基準」を適用し、 

成果品を作成することとしており、成果品納品時には、国土交通省「電子成果品チェックシ

ステム」によるチェックを行うこととしていたが、一部に旭川市独自要領を設け、業務担当

員・受託者での相互チェックを行うのみとすることで、成果品作成時の労務負担軽減を図る

ものとする。 

ただし、受託者選択式で作成・納品手法を着手前の打合せにより決定できるものとし、従

来どおりの成果品作成・納品手法を妨げるものではない。なお、旭川市土木部発注の委託業

務全般に適用できるものとする。 

  

 

 

 
旭川市土木部発注委託業務の成果品は、電子媒体での作成・納品を標準とする。成果品は、

委託業務全般で共通して作成するものと、各種業務ごとで作成する成果品の２種類に分かれ

ることから、成果品納品時は、下図のようにフォルダ分けし、提出すること。ただし、従来ど

おり国土交通省「電子納品運用ガイドライン」に則した、電子納品ソフトを使用して編さん

したものも可とする。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

当マニュアルについて 

成果品について 



2 
 

 

旭川市土木部発注委託業務において、共通して作成・納品が必要である項目について以下

に示す。 

 

００ 位置図 

０１ 業務報告書 

 ０２ 業務計画書 

 ０３ 業務月報 

 ０４ 打ち合わせ記録簿 

 ０５ 社内検査記録簿 

 ０６ 写真帳 

 

  ※以降、各項目［○○記載例］様式については、必ずしもこれによることはない。 

   

  

電子納品する成果品データのうち、「04_打ち合わせ簿」は、フォルダに格納するファイル

データを下図のように、書類の処理番号と処理日（取り交わし完了日）をファイル名とする

こと。ただし、従来どおり国土交通省「電子納品運用ガイドライン」に則した、電子納品ソフ

トを使用して編さんしたものも可とする。 

その他の成果品データについては、履行期間中の決裁処理が不要であるため、成果品納品

時までに取りまとめて、各フォルダにデータを格納すること。なお、ファイル名は任意とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

共通成果品編さん例 

１ 共通成果品について 
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１-1 業務報告書 

  

業務報告書は、業務が完了した際に業務の実績報告として、業務概要、委託期間、業務委

託料、当該業務の目的・内容、受託者名（住所、連絡先、担当者名などを含む）、当該業務の

総括などを簡潔に取りまとめるものである。 

 記載項目については主に以下のとおりであるが、これによらない場合は業務担当員と協議

の上、取り決めることとする。作成データはPDF形式で納品するものとする。  

 

(0) 表紙 

  (1) 業務概要（調査箇所、調査（設計）延長・幅員などの情報（当初・最終ともに記載）） 

  (2) 委託期間（当初・最終ともに記載） 

  (3) 業務委託料（当初契約額、最終契約額ともに記載） 

(4) 当該業務の目的・内容（どのような目的でどのような事を実施するかを簡潔に記載） 

  (5)  当該業務の総括（業務で実施した調査・解析結果、検討事項などを簡潔に記載） 

 

 なお、業務報告書は実績報告書類であるため、発注者側の決裁処理は不要である。様式に

ついても指定はないことから、上記項目がおおむね記載されていればよいものとする。 

 

 

１-２ 業務計画書 

 

業務計画書は、業務契約締結後15日以内に作成し、業務担当員へ提出しなければならない

ものであり、業務着手前に作成するものである。記載項目については主に以下のとおりであ

るが、担当員から別途指示があった場合は、その内容についても記載することとする。 

 

(0) 表紙 

  (1) 業務概要（調査箇所、調査（設計）延長・幅員などの情報（当初）） 

  (2) 業務実施方針 

  (3) 工程表（作業実施計画表） 

(4) 使用する主要機器 

  (5)  業務組織計画（方法、編成および作業員名簿） 

  (6)  打合せ計画（打合せ及び中間打合せ予定時期、成果品納品時打合せ予定時期） 

(7)  成果品の内容（特記仕様書「成果品一覧表」と整合を取る） 

(8)  使用する主な図書及び基準 

(9)  連絡体制（緊急連絡先を含む） 

 

 ※履行期間中に業務計画書の重要な内容の変更（工程の大幅な見直し、連絡体制の変更な 

  ど）があった際は、理由を明確にした上で、その都度、変更計画書を提出すること。 
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発注者側の決裁処理は不要の書類であるが、業務契約締結後15日以内に作成・提出する必

要がある書類であるため、当初の業務計画書は、業務担当員へ電子データ及び紙媒体のどち

らかで仮提出すること。成果品として納品する業務計画書は、当初のものから変更があった

ものも全て取りまとめた上で、納品すること。様式の指定はないことから、上記項目がおお

むね記載されていればよいものとする。データはPDF形式を標準とする。 

 

  

１-３ 業務月報 

 

業務月報は、当該業務の進捗状況を確認するための書類である。月初めに当該月の予定を

記載したものを業務担当員に提出し、月末もしくは翌月初めに当該月の実績を反映したもの

を再度提出する。様式は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 様式1-1号」を標

準とするが、業務進捗の予実対比が目的であるため、業務担当員と協議のうえ、各月の進捗

状況が確認できる工程表などで代用できるものとする。 

 発注者側の決裁処理は不要であるが、業務の進捗状況を業務担当員に報告する書類である

ため、毎月提出すること。履行期間中の提出手法については、業務担当員へメールで提出す

ることを標準とする。成果品として納品する際は、履行期間中に作成したデータをすべて取

りまとめて、PDF形式で納品すること。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           北海道「測量業務共通仕様書 様式1-1号」 
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           バーチャート工程表による代用例（任意様式） 
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１-４ 打ち合わせ簿 

 

 受託者及び業務担当員は、契約図書に示された指示、承諾、協議、検査及び確認などにつ

いては、打ち合わせ簿で行わなければならない。業務を適正かつ円滑に実施するため、管理

技術者と業務担当員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件などの疑義を正すものと

し、その内容について、その都度、受託者は打ち合わせ簿に記録し、相互に確認する。履行期

間中の提出手法については、電子データをメールで提出することを標準とする。押印につい

ては、電子印の使用も可とする。 

 打ち合わせ簿の様式は、北海道「測量業務共通仕様書 様式1-2号」の使用を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           北海道「測量業務共通仕様書 様式 1-2 号」 
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 打ち合わせ簿は、記載内容を相互確認したうえで、発注者、受託者双方で決裁処理が必要

な書類であることから、決裁が完了した原本については、発注者側で保管することとし、成

果品として納品する際は、記載内容を相互確認したものを作成ソフトから直接 PDF 形式に出

力したものを編さんすることを標準とする。（決裁済である原本をスキャンしたものでも可

とする。） 

  

１-５ 社内検査記録簿 

 

社内検査記録簿は、履行期間中に業務の手戻りなどが発生しないように、受託者側で配置

した検査員により、業務計画書で定めた頻度で行った社内検査の内容を記録するものであ

る。様式は旭川市「測量調査業務等特記仕様書 様式-8」を使用するものとする。当様式

は、発注者側の決裁処理は不要であり、成果品納品時に実施した社内検査すべての記録簿を

取りまとめて最後に提出すること。データ形式は PDF 形式を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          旭川市「測量調査業務等特記仕様書 様式-8」 
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１-６ 写真帳 

 

 写真帳は、業務の履行状況が確認できる写真を撮影し、編さんしたものであり、その他に

調査箇所の状況写真や調査・解析に係るなど、当該業務で撮影した写真を全て取りまとめる

ものとする。発注者側の決裁処理が不要であるため、成果品納品時にまとめて納品するもの

とする。データ形式は PDF 形式を標準とする。 

様式は任意様式であるが、編さん時は、各写真を 1 ファイルデータとして取りまとめるこ

と。なお、「しおり機能」の設定や、中表紙を付けるなど、任意の手法で各項目の写真を見

やすく編さんすること。 
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２ 各種業務ごとの成果品 

 
前項までで示した共通成果品のほかに、業務種類によって作成・納品する成果品が異なるため 

測量調査業務、設計業務、地質調査業務の３分類に分けて、以下に編さん例を示す。 
 なお、以下に示す成果品は、成果品納品時にまとめて納品するものであり、発注者側の決裁処

理は不要である。ただし、業務担当員からの指示があった際に提示できるように、履行期間中は

適宜取りまとめを進捗させておくこと。 
 
 

２-1 測量調査業務の編さん例 

 
 測量調査業務における、作成・納品が必要である代表的な成果品は以下のとおりである。ただ

し、これによらない場合は、担当員との協議により作成・納品する成果品項目について取り決め

ること。 
 (1)～(9)の成果品はPDF形式を標準とする。(10)各種図面データは、P21形式およびPDF形式を

分けて取りまとめて納品すること。 
 

  (1) 基準点測量成果（観測手簿、計算簿、基準点網図、基準点成果表など） 

  (2) 水準測量成果（観測手簿、計算簿、水準路線図、水準成果表など） 

  (3) 路線測量成果（中心線測量成果、縦横断測量成果、詳細測量成果など） 

(4) 用地測量成果（観測手簿、境界確認資料、境界測量成果、面積計算書など） 

  (5)  占用物件調査書 

  (6)  不確定物件調査書 

   (7)  関係者名簿一覧 

(8)  機械器具検定書 

(9)  その他参考資料（参考図書や担当員から指示のあった資料など） 

  (10) 各種図面データ（現況平面図、縦断図、横断図など） 

 
上記成果品は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書」に基づいて作成することを標準

とする。 
なお、納品する際は、従来通り国土交通省「電子納品運用ガイドライン」に則した、電子納

品ソフトを使用して編さんする手法に加え、旭川市独自要領として、上記成果品を以下のと

おり編さんし、納品することも可能とする。また、従来では(10)各種図面データについては、

国土交通省「CAD製図基準」に則り、図面名やレイヤ名を命名することとしていたが、旭川市

独自要領では、図面名やレイヤ名については、「日本語表記」を標準とする。詳細については、

「４ 図面作成時のレイヤ名称について」を参照すること。 

また、成果品作成・納品手法を問わず、地権者名など個人情報に係る情報については、別

途単独レイヤで図示すること。 
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          測量調査業務成果品編さん例（旭川市独自要領） 
            

旭川市独自要領を採用し、成果品を編さんする際は、全てのデータ名を「日本語表記」とする。 
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2-２ 設計業務の編さん例 

  

設計業務における、作成・納品が必要である代表的な成果品は以下のとおりである。ただし、

これによらない場合は、担当員との協議により作成・納品する成果品項目について取り決めるこ

と。 
 (1)、(3)、(4)の成果品はPDF形式を標準とする。(2)工事数量計算書は、PDF形式データに加え

て、オリジナルデータ(エクセル形式など)を一緒に格納すること。また、工事数量計算書の作成様

式は、担当員と協議して取り決めたうえで作成すること。 
(5)各種図面データは、P21形式およびPDF形式を分けて取りまとめて納品すること。 

 
  (1) 施工計画概要書 

  (2) 工事数量計算書（※様式は、担当員と協議し、取り決めること。） 

  (3) 概算工事費算出書 

(4) その他参考資料（資材カタログ、見積書など） 

 (5)  各種図面データ（計画平面図、作工平面図、標準断面図など） 

 
上記成果品は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書」に基づいて作成することを標準

とする。 
なお、納品する際は、従来通り国土交通省「電子納品運用ガイドライン」に則した、電子納

品ソフトを使用して編さんする手法に加え、旭川市独自要領として、上記成果品を以下のと

おり編さんし、納品することも可能とする。また、従来では(5)各種図面データについては、

国土交通省「CAD製図基準」に則り、図面名やレイヤ名を命名することとしていたが、旭川市

独自要領では、図面名やレイヤ名については、「日本語表記」を標準とする。詳細については、

「４ 図面作成時のレイヤ名称について」を参照すること。 

また、成果品作成・納品手法を問わず、地権者名など個人情報に係る情報については、別途

単独レイヤで図示すること。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計業務成果品編さん例（旭川市独自要領） 
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２-3 地質調査業務の編さん例 

  

地質調査業務における、作成・納品が必要である代表的な成果品は以下のとおりである。ただ

し、これによらない場合は、担当員との協議により作成・納品する成果品項目について取り決め

ること。 
 (1)～(4)の成果品はPDF形式を標準とする。(5)各種図面データは、P21形式およびPDF形式を分

けて取りまとめて納品すること。 
 

  (1) ボーリング柱状図（調査孔ごとにデータを分けて格納すること） 

  (2) 原位置試験および調査結果（各試験、調査時項目ごとにデータを分けて格納する事） 

  (3) その他地質・土質調査結果（各項目ごとにデータを分けて格納する事） 

(4) その他参考資料（参考文献など） 

 (5)  各種図面データ（地質平面図、地質断面図など） 

 
上記成果品は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書」に基づいて作成することを標準

とする。 
なお、納品する際は、従来通り国土交通省「電子納品運用ガイドライン」に則した、電子納品

ソフトを使用して編さんする手法に加え、旭川市独自要領として、上記成果品を以下のとおり編

さんし、納品することも可能とする。また、従来では(5)各種図面データについては、国土交通省

「CAD製図基準」に則り、図面名やレイヤ名を命名することとしていたが、旭川市独自要領では、

図面名やレイヤ名については、「日本語表記」を標準とする。詳細については、「４ 図面作成時

のレイヤ名称および図面名称について」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

地質調査業務成果品編さん例（旭川市独自要領） 
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３ 成果品納品時チェックについて 

  

 当市発注業務の成果品は、国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行

うこととしていたことから、国土交通省の各種電子納品に係る要領に則り、成果品を作成す

る必要があったが、旭川市独自要領を選択し、成果品を作成・納品する場合は、国土交通省

「電子納品チェックシステム」による確認の代用として、受託者での社内検査を実施し、成

果品納品時の打合せ前までに受託者は業務担当員に成果品データを仮提出し、業務担当員に

よる確認を受けることとする。成果品の仮提出手法は受託者の任意とする。確認項目につい

ては、おおまかに以下のとおりとし、担当員から別途指示があった場合は、追加で確認する

こととする。相互確認後は、打ち合わせ簿により確認を行った経緯を記録すること。また、

担当員から指摘事項があった場合は、その内容についても記載すること。 

 なお、従来どおり国土交通省各種要領に準拠して成果品を作成・提出する場合は、国土交

通省「電子納品チェックシステム」による確認を行うことで、目視による相互確認は不要と

する。 

 ※ウィルス対策については、従来とおり必須で実施すること。 

  

 

【確認項目】 

 ・適切にフォルダ分けができているか。 

 ・各フォルダに対応したファイルが格納されているか。 

 ・不足している成果品はないか。 

 ・各データが指定拡張子となっているか。 

 ・図面データは日本語表記となっているか。 

 ・図面データのレイヤ名は日本語表記となっているか。 

 ・成果品電子媒体は、ウィルス対策を実施しているか。 
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４ 図面作成時のレイヤ名称および図面名称について 

 

 旭川市独自要領を選択し、各種図面データを作成する際は、以下のレイヤ分類を標準とす 

る。また、図面名称も日本語表記を標準とするため、旭川市独自要領を選択した場合は、 

以下の図面名称一覧を参照し、命名すること。なお、業務担当員は理由なく以下のレイヤ分 

類を逸脱した分類指示をしないよう留意すること。 

なお、従来通り国土交通省各種要領に基づき、成果品を作成・納品する場合につい 

ては、国土交通省「CAD製図基準」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【備 考】 

 ・上記レイヤ一覧は、代表的なレイヤ分けの参考例とする。業務担当員と協議上、適宜変

更できるものとする。 

 ・作成する図面ごとに必要なレイヤが異なることから、上記レイヤ一覧から取捨選択し、

作成すること。 

 ・上記レイヤ一覧によらない場合については、任意とするが業務担当員に報告すること。 

 ・文字列は、各種レイヤ統一で「MSゴシック」体を標準とし、サイズは図面の見やすさを考

慮したうえで、受託者の任意サイズとする。 

レイヤ名 対象図 線種 線幅 色

図枠・タイトル 図枠、タイトル枠、タイトル、区切り線、罫線、位置図など 実線 適宜 黒

現況図
現況道路、等高線、既設工作物(排水構造物以外)、占用物件の
うちマンホール、電柱、それに伴う文字列など

適宜 適宜 黒

現況排水構造物 既設の排水構造物（ﾄﾗﾌ、暗渠管、桝など） 適宜 適宜 水

地番線 地番線、境界杭、地番（文字列） 実線 0.13mm オレンジ

作工図 作工影響範囲、新設する工作物、補修対象箇所など 実線 0.30mm 赤

地権者名 地権者名、個人情報に係るもの（文字列） 0.13mm 灰

基準線 中心線、測点名、基準点、それに伴う文字列など 実線 適宜 紫

寸法線・旗揚げ 寸法線、旗揚げ、それに伴う文字列など 実線 0.13mm 黒

占用物（上水） 上水道設備（地下埋設物）、それに伴う文字列など 実線 0.13mm 青

占用物（下水（汚水含む）） 下水道設備（地下埋設物）、それに伴う文字列など 破線 0.13mm 茶

占用物（電気） 電気設備（地下埋設物）、それに伴う文字列など 一点鎖線 0.13mm オレンジ

占用物（NTT） NTT設備（地下埋設物）、それに伴う文字列など 二点鎖線 0.13mm 緑

占用物（ガス） ガス設備（地下埋設物）、それに伴う文字列など 破線 0.13mm 赤

その他 基準点網図などの参考図 実線 0.13mm 黒

塗図形（〇色） 適宜 色毎に作成

ハッチング（〇色） 適宜(民地占用物（RH）など) 色毎に作成

旭川市独自要領 レイヤ分類参考例
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 ・占用物（下水）については、「土木部所管」と「水道局所管」のものが混在しているため、 

  図面上で確認できるように、レイヤ分けする等わかりやすく明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面名称一覧 

【備 考】 

・上記によらない場合は、任意の名称とするが、業務担当員に報告すること。 

・作成する図面は、業務ごとで異なることから、特記仕様書「成果品一覧表」を参照し、作成 

すること。また、図面名称の前に「成果品一覧表」に示されている番号を採番することと 

る。 

数字(半角) アンダーバー(半角) 図面名称(全角) （例：1_丈量図.p21、2_現況平面図.p21） 

図面名称一覧

図面名称 作図内容

丈量図 用地境界を示す平面図

現況平面図 業務対象箇所の土地や建物、工作物の現況を示す平面図

作工平面図
現況平面図を基図として、施工対象範囲、新設する工作物などを図示したも
の。

占用物件調査図 占用物件の位置を現況平面図上で図示したもの。

不確定物件調査図 占用申請履歴のない物件の位置を現況平面図上で図示したもの。

現況排水系統図
現況の雨水排水および下水に係る工作物を着色し、現況平面図上に図示した
もの。

交差点等詳細図 現況の交差点部を拡大し、各占用物件や縁石などの工作物を図示したもの。

縦断図
現況平面図および作工平面図の測点に準拠し、中心線沿いの断面に各測点の
現況高および計画高、排水構造物の高さを図示したもの。

横断図
現況平面図の測点に準拠し、平面線形に対して各測点の直角方向の断面（現
況高、計画高、工作物など）を図示したもの。

取付横断図 道路中心線から官民地境界の出入り必要な半幅横断面を図示したもの。

標準断面図
対象路線の代表的な1横断面（2路線以上または、道路幅員が変動する路線に
おいては2断面以上）に現況高および計画高、工作物を図示したもの。

ボーリング柱状図 各調査孔の地層構成を縦方向に図示したもの。

地質平面図
地形図や現況平面図を基図として、各種地質調査結果を基図上に図示したも
の。

地質断面図 地表から調査深度までを垂直方向の断面として、地質構造を図示したもの。

橋梁現況一般図 橋梁の平面図および縦断面図、横断面図を図示したもの。

橋梁補修一般図 橋梁現況一般図を基図として、補修対象箇所を図示したもの。

橋梁損傷箇所図
損傷箇所の確認調査により判明した、損傷箇所を各部材の詳細図上に図示し
たもの。

橋梁補修詳細箇所図
橋梁損傷箇所図を基図として、補修対象箇所に補修内容などを図示したも
の。

仮設工図 施工計画において必要となる仮設工を参考図として図示したもの。



16 
 

５ 成果品の体裁について 

 

成果品納品時の体裁については、電子媒体（CD-RまたはDVD-R以下、メディア）正本１部 

とする。電子媒体成果品の留意事項は以下のとおりである。 

 

・ＰＤＦデータについては、業務担当員と協議し、委託者側が確認できる程度にファイ

ルを分割すること。また、しおり等の機能を活用すること。 

   

・成果品の提出の際には、ウィルス対策を実施する。 

   

・メディアには、業務番号、委託名、作成年月日、委託者、受託者、ウィルス対策ソフ

ト、ウィルス定義、チェック年月日、フォーマット形式を記載すること。 

   

・データ容量が大きくて、メディアが複数枚にまたがる場合は、委託成果品データと図

面データに分ける。（概ね2枚程度に分割する。） 

※1業務でメディアが3枚以上になると見込まれる場合は、担当員と協議のうえ、HDDな

どでの納品も可とする。 

 

・メディアはソフトケースに収納し、納品すること。 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

成果品（メディア）納品時の体裁例 
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各委託業務成果品目録の代用として、各委託業務ごとにファイル説明書を作成すること。 

ファイル説明書はエクセル形式で作成するものとし、様式については以下の旭川市様式を 

使用すること。また、図面データなどオリジナルデータも納品する成果品については、備 

考欄にファイル形式を記載すること。 

 当様式の成果品内訳欄、備考欄は受託者の任意で編集できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ファイル説明書（旭川市様式）：測量調査業務用作成例 

 

 

６ ファイル説明書について 
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ファイル説明書（旭川市様式）：設計業務用作成例 
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         ファイル説明書（旭川市様式）：地質調査業務用作成例 

【備考】 

・ファイル説明書のひな型については、旭川市様式を使用することとするが、各委託業務ご

とに成果品の内訳が異なってくることから、上記3例のファイル説明書はあくまで作成例であ

る。成果品内訳欄の記載項目については、任意とする。 

・当様式は、当該業務の成果品の目録として作成するものとし、旭川市独自要領を選択し、

当様式でファイル説明書を作成した際は、ハイパーリンクでのファイルデータとの紐づけな

どは不要とする。 
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・ファイル説明書は電子データのみ納品することとし、印刷した紙媒体については納品不要

とする。 

・国交省基準を選択した場合の「ファイル説明書」は、任意様式とし、各項目にハイパーリン

クなどでファイルデータを紐づけすることを必須とする。 

  

 

 旭川市土木部発注業務の成果品は、以下の要領（最新版）に基づいて作成することを標準 

とする。 

ただし、旭川市独自要領での成果品作成・納品手法を選択した際は、前項を参照し、担当員 

と協議のうえ、作成・納品することとする。 

 

【参考要領】 

・国土交通省「測量成果電子納品要領」 

・国土交通省「土木設計業務等の電子納品要領」 

・国土交通省「地質・土質調査成果電子納品要領」 

・国土交通省「CAD製図基準」 

・国土交通省「デジタル写真管理情報基準」 

・国土交通省「電子納品運用ガイドライン【測量編】、【業務編】、【地質・土質調査編】」 

・国土交通省「CAD製図基準に関する運用ガイドライン」 

 

 ※上記要領に記載がない項目については、担当員と協議のうえ、方針を決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 成果品作成に係る要領について 
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 令和８年４月１日以降に公告する業務から適用する。 

  

 

 （改定履歴） 

 当初 令和８年４月１日より適用する。 

 

適用 
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・図面を作成する際の留意事項について以下に示す。 

 

【共通】 

・作成する図面は、「A1」サイズを標準とし、配置等を考慮し、極力 1枚に収まるように作

成すること。 

・業務対象箇所の起終点は、方角で取り決めることとし、起点は「西側」、終点は「東側」

とすることを標準とする。これによらない場合については、業務担当員と協議の上、決定

することとする。 

・作図する際に使用する座標値は、公共座標値（世界測地系）を使用すること。 

・業務対象路線の、BP（起点）、隅切点、BP から 20m 毎、交差道路センター、交差縁石前

面、線形変化点、EP（終点）に測点を設定すること。 

※交差する道路に歩道（W=2.0m 以上)が設置されている場合，歩道中心を測点に追加する。 

・各基準点や水準点等は、旗揚げにより図示すること。 

・各図面のタイトルボックスは、以下に示す記載内容、サイズを標準とする。 

・図面名称及びレイヤ分類については、「CAD 製図基準」もしくは「旭川市委託等成果品作

成マニュアル」に準じることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面作成時の留意事項 
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【丈量図】 

・丈量図には、既設境界石の座標一覧表を作成し、余白に図示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （作成例：既設境界石座標一覧表） 

                

・業務対象路線の登記簿上の道路幅員及び道路中心線から既設境界石までの距離を寸法線な

どで図示すること。 

・業務対象箇所の個人敷地は「黄色」、公共敷地（地権者が公官庁）は「緑色」で塗図形な

どで着色すること。旭川市が所有している土地については、着色不要とする。 
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【現況平面図】 

・現況平面図には、「基準点網図及び成果表」、「中心点控図」、を作成し、余白に図示するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   （作成例：基準点網図及び成果表）       （作成例：中心点控図） 

 

・現地踏査や旭川市土木部道路管理課道路占用係への占用申請照会により、ロードヒーティ

ングが埋設されていると想定される箇所については、地権者から聞き取り調査を行い、ロ

ードヒーティングの種別（ガス、電気、灯油等）と構造図（断面図）を余白に作図するこ

と。 

・既設路盤厚調査を行った際は、現況平面図上に調査箇所を図示することとし、調査結果

（断面構成）を余白に図示すること。 

・縮尺は「1/500」を標準とする。 

 

【占用物件調査図】 

・業務で作成する「現況平面図」を基図として作成することを標準とする。 

・埋設物は種類ごとに道路中心線からの離れを寸法線等で図示すること。 

・各占用物件の作図については、以下を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色

  Ｈ　電柱番号

　　（共架～　　　） ・電柱～電柱番号，SP及び道路センターからの離れ

　　　　共架物件がある場合（共架～　　　）を表示

  Ｈ　電柱番号 ・ケーブル～材質，条数，段数及び境界からの離れ

　　（共架～　　　）

・管径，材質及び境界からの離れ

汚Ｍ

汚桝 汚桝

汚桝　 

境界 （排水設備）

※　上記資料に基づき図面に凡例を表示すること

※　下水道（雨水管）は現況排水系統図に作図すること

占 用 物 件 作 図 凡 例 表 示 項 目

北 電

北 電 柱 オレンジ

地 下 ケ ー ブ ル ＨＫ

Ｎ Ｔ Ｔ

Ｎ Ｔ Ｔ 柱 緑

地 下 ケ ー ブ ル ＮＫ

水 道 Ｗ 青

ガ ス Ｇ 赤

下 水 道 下 茶
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【不確定物件調査図】 

・業務で作成する「現況平面図」を基図として作成することを標準とする。 

・当図面には必要のない、「基準点網図」や占用物に関わりのない宅地の図形などは、適宜

トリミング等で削除し、作図できるものとする。 

・作図例詳細については、本マニュアルの付録資料「不確定物件調査図作図例」を参照し、

作成すること。 

 

【現況排水系統図】 

・業務で作成する「現況平面図」を基図として作成することを標準とする。 

・当図面には必要のない、「基準点網図」や占用物に関わりのない宅地の図形などは、適宜

トリミング等で削除し、作図できるものとする。 

・詳細については、本マニュアルの付録資料「現況排水系統図作図例」を参照し、作成する

こと。 

 

【交差点等詳細図】 

・交差点部の各占用物件、縁石の巻込詳細（縁石形状、巻込半径、巻込端部の測点、離れ

等）および排水構造物の詳細（排水管種、管径、流下方向等）などを図示すること。 

・測点は「現況平面図」に準じること。 

・交差点部が、国道もしくは道道の場合は、占用申請に必要な範囲を図示すること。 

・縮尺については、任意とする。ただし、「A1」版で印刷した際に目視できる大きさで作図

すること。 
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【縦断図】 

・道路中心線の現況高（設計の場合は、計画高さも図示）、既設排水構造物（縦断排水管、

集水桝）の敷高、天端高（設計の場合は、計画高さも図示）を図示すること。 

・交差点部は「現況平面図」の測点に準じて、交差道路の位置を図示すること。 

・縮尺は、縦「1/100」、横「1/500」を標準とする。 

・縦断図の作図項目は以下を標準とする。 
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【横断図】 

・「現況平面図」に設定した測点の現況横断面を図示する。（設計の場合は、計画横断面も図

示する。）横断図には、道路中心線、道路敷地境界、埋設物（既設排水構造物、埋設占用

物件）も図示すること。埋設占用物件は、道路中心線からの離れ、現況の土被りも寸法線

等で図示すること。 

・縮尺は「1/100」を標準とする。 

 

【取付横断図】 

・業務で作成する「横断図」には該当しない測点に地先への間口がある場合、各測点の道路

中心線から地先の出入りに必要な半幅横断図を作成する。地先名、土地の利用用途、路面

状況も図示すること。 

※「横断図」で図示できる間口については、取付横断図の作成は不要とする。また、間口は

あるが、地先が空き地となっている場合においても不要とする。取付横断図を作成する測

点については、過不足がないように業務担当員と協議し、取り決めることとする。 

・縮尺は、「1/100」を標準とする。 

 

【標準断面図】 

・対象路線の代表的な横断面を 1断面作図する。ただし、幅員構成、道路構成が大幅に変わ

る際は、各断面数作図すること。（設計の場合は、計画断面を合わせて図示すること。） 

・現況排水構造物、各占用物件も規格、道路中心線からの離れ、土被りと合わせて図示する

こと。 

・縮尺は、「1/50」を標準とする。 
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設計年月日
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（委託）
測量年月日
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位　置　図 S=1:10,000
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既 設 石 標

凡 例

４級基準点

既設塩ビ杭

10C58

10C57-1

T1 T2
T3 T4 T5 T6

1010A

４級基準点 網 図
令和７年度

末広６条３丁目 S=1/2500
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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 備  考
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1010A -20487.233 9836.592

T1 -20733.530 9784.401

T2 -20706.405 9809.971
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街区三角点

４級基準点

４級基準点

４級基準点

４級基準点

４級基準点

４級基準点

基準点成果表

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 備  考

BP -20726.234 9786.126

EP -20589.163 9922.769
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560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.87
桝底　　:117.90
流入管底:118.03
流出管底:118.03

桝天端　:118.87
桝底　　:117.77

流出管底:117.92
流入管底:a:118.03 b:117.98

a
b

桝天端　:118.71
桝底　　:117.81
流入管底:117.93
流出管底:117.90

840×840（鋳鉄蓋）

840×840（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.69
桝底　　:117.86
流入管底:117.98
流出管底:117.98

560×560（鋳鉄蓋）

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.73
桝底　　:117.95
流入管底:118.03
流出管底:118.03

560×560（鋳鉄蓋） 560×560（鋳鉄蓋）

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.80
桝底　　:118.02
流入管底:118.10
流出管底:118.10

桝天端　:118.91
桝底　　:118.09
流入管底:118.19
流出管底:118.19

桝天端　:118.96
桝底　　:118.13
流入管底:118.24
流出管底:118.23

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.02
桝底　　:118.18
流入管底:118.31
流出管底:118.28

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.12
桝底　　:118.27
流入管底:118.37
流出管底:118.35

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.13
桝底　　:118.31
流入管底:118.42
流出管底:118.41

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.27
桝底　　:118.42
流入管底:118.55
流出管底:118.54

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.37
桝底　　:118.57
流入管底:118.64
流出管底:118.64

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.46
桝底　　:118.63
流入管底:118.75
流出管底:118.75

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.37
桝底　　:118.57
流入管底:118.64
流出管底:118.64

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.57
桝底　　:118.75
流入管底:118.87
流出管底:118.86

桝天端　:118.86
桝底　　:118.16
流入管底:  -
流出管底:118.32

500×500（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.86
桝底　　:118.16
流入管底:  -
流出管底:118.28

500×500（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.86
桝底　　:118.16
流入管底:  -
流出管底:118.28

500×500（鋳鉄蓋）

流入管底:  -

500×500（鋳鉄蓋）

桝底　　:117.98

流出管底:118.15
560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.50
桝底　　:117.66

流出管底:117.79
流入管底:118.50

桝天端　:118.68

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.58
桝底　　:117.76
流入管底:118.03
流出管底:117.88

500×500（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.68
桝底　　:117.98

流出管底:118.12
流入管底:  -

500×500（鋳鉄蓋）

流入管底:  -

桝天端　:118.78
桝底　　:118.08

流出管底:118.22

桝天端　:118.84
（丸形鋳鉄蓋）
1500×1500

桝底　　:116.84

流出管底:116.83
流入管底:a:116.85 b:117.12

b

500×500（鋳鉄蓋）

流入管底:  -

桝天端　:118.70
桝底　　:118.00

流出管底:118.16
流入管底:  -

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.73
桝底　　:117.82

流出管底:117.96

ab

a

桝天端　:118.87
桝底　　:117.77

流出管底:117.92
流入管底:a:117.98 b:117.93

840×840（鋳鉄蓋）

流出管底:117.92

840×840（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.71
桝底　　:117.83
流入管底:117.95

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.70
桝底　　:117.88
流入管底:117.98
流出管底:117.99
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560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.70
桝底　　:117.88
流入管底:117.98
流出管底:117.99

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.70
桝底　　:117.88
流入管底:117.98
流出管底:117.99

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:118.70
桝底　　:117.88
流入管底:117.98
流出管底:117.99

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.01
桝底　　:118.18

流出管底:118.28
流入管底:a:118.54 b:118.30

a
b

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.09
桝底　　:118.28
流入管底:118.38
流出管底:118.38

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.13
桝底　　:118.30

流出管底:118.41
流入管底:118.41

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.23
桝底　　:118.43
流入管底:118.52
流出管底:118.51

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.33
桝底　　:118.51

流出管底:118.62
流入管底:a:118.83 b:118.61

a
b

560×560（鋳鉄蓋）

a
b

流入管底:a:118.88 b:118.68
流出管底:118.69

桝底　　:118.58
桝天端　:119.41

560×560（鋳鉄蓋）

a
b

桝天端　:119.50
桝底　　:118.67
流入管底:a:119.04 b:118.78
流出管底:118.78

a
b

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.61
桝底　　:118.77
流入管底:a:119.26 b:118.89
流出管底:118.86

560×560（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.71
桝底　　:118.88
流入管底:   -
流出管底:119.02

840×840（鋳鉄蓋）

桝天端　:120.00
桝底　　:118.55

流出管底:118.69
流入管底:a:119.05 b:118.68

a
b

桝天端　:119.74
桝底　　:118.93

流出管底:119.03
流入管底:　-

780×1020（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.83
桝底　　:118.40
流入管底:a:118.94 b:118.58
流出管底:118.56

840×840（鋳鉄蓋）

a
b

780×1020（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.64
桝底　　:118.84
流入管底:　-
流出管底:118.95

流入管底:　-

780×1020（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.82
桝底　　:119.02

流出管底:119.12

1500×1500（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.78
桝底　　:117.65

流出管底:117.65
流入管底:117.65

780×1020（鋳鉄蓋）

桝天端　:119.69
桝底　　:118.91
流入管底:119.26
流出管底:119.01
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22 R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 53.03  R= 3.14

118.14 118.84 118.02
560×560（グレーチング蓋）

φ300
118.12

コンクリート管
a b

番号

高さ(ａ) 口　径 高さ(ｂ) 口　径 番号 高さ(ｃ) 口　径 番号 高さ(ｄ) 口　径 番号

流　　　入　　　側

天　端 桝　底 マンホ－ル底

下　流　側

備　　考

桝 類 管 底 高 調 書

種　　　別

番号

L

雨 水 桝 ・ 集 水 桝 ・ 雨 水 マ ン ホ ー ル

コンクリート管
雨 水 桝

φ300 SP= 59.25  L= 3.15

.
L

R

23 118.91 118.09
φ300

118.19118.19

24

25

26

27

28

30

29

31

32

33

（測地成果2024）

コンクリート管

R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 69.12  R= 3.14

118.23

L
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 69.62  L= 3.12

118.23

R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 79.58  R= 3.13

118.28

L
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 81.89  L= 3.10

118.31

L
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 92.22  L= 3.10

118.35

R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP= 94.61  R= 3.12

118.38

L
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP=104.57  L= 3.11

118.41

R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP=106.97  R= 3.13

118.41

L
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP=120.87  L= 3.12

118.55

R
コンクリート管

雨 水 桝
φ300 SP=123.95  R= 3.11

118.51

118.94 118.11

118.96 118.13

119.01 118.18

119.02 118.18

119.12 118.27

119.09 118.28

119.13 118.31

119.13 118.30

119.27 118.42

119.23 118.43

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）

560×560（グレーチング蓋）
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
118.41

コンクリート管

φ300
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コンクリート管

φ300
118.52

コンクリート管
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塩ビ管
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桝類管底高調書は不要とする。

・業務で作成する「現況平面図」を基図として作成することを標準とする。

・縮尺については、「任意」とする。極力分割せずに一図面として作図すること。

・排水構造物、それに係る工作物（民地排水など）は「水色」で図示すること。

・排水構造物とは関係のない図（住宅や地番線など）や文字列はトリミング等で消せるものとする。

・各桝の標高、管底高は引き出し線により図示することとする。（記載内容は下記参照）

・従来、現況排水系統図上で取りまとめていた、「桝類管底高調書」については作成不要とする。

・既存の排水管には、管種・管径を文字列で図示すること。流下方向については矢印により図示すること。

「RCDφ300→(管種:台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管,管径:φ300,流下方向:右)」

※例：「←RCPφ250(管種:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管,管径:φ250,流下方向:左)」

※複数流入がある場合は、平面図上にどちらの管底高を指しているかがわかるように

⑤：流出側の管底高を記載する。複数流出側がある際は、③と同様の記載方法とする。
a,bなどの記号や文字列を図示し、引き出しに記載する管底高と整合を取れるように記載する。

④：流入側の管底高を記載する。

【引き出し線記載内容】
①：該当箇所の桝の外寸法を記載。（）内には蓋を記載する。
②：桝天端の標高を記載する。
③：桝底の標高を記載する。（堆積物の天端ではなく、桝本体の底高を記載）

汚

カーポート
車融

灯

AsAs GAs

融
Ir

As

←RCPφ300

←
V
U
φ
1
0
0

a
b

桝天端　:119.01・・・②
桝底　　:118.18・・・③
流入管底:a:118.54 b:118.30・・・④
流出管底:118.28・・・⑤

560×560（鋳鉄蓋）・・・①

(平面図上に図示した記号・文字列と整合を取ること。)

流下方向と管種,管径を図示する。

RCP:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
RCT:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管
RCD:台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

VU:硬質塩化ビニル管(肉薄)
VP:硬質塩化ビニル管(標準)

BOX:ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

※上記によらない場合は、日本語表記とする。

RCP:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

※上記によらない場合は、日本語表記とする。
VP:硬質塩化ビニル管(標準)
VU:硬質塩化ビニル管(肉薄)
BOX:ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RCD:台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
RCT:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管

【管種記載例】

【現況排水系統図作図例】
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不確定物件調査図

基準点成果表

点名 X座標 Y座標 標高
-20776.156 10688.499 120.710

H31-3-1 -19785.608 10669.475 125.421
1010A -20487.233 9836.592 121.707
T1 -20183.516 10440.139 121.406

T2 -20214.011 10467.288 121.404
T3 -20242.154 10506.471 121.516
T4 -20291.718 10541.436 121.530
T5 -20323.607 10587.137 121.766

Ⅳ子熊公園

備考
四等三角点
開発局3級
街区三角点
新設4級

〃
〃
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〃

世界測地系
(測地成果2024)
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501
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507

Ⅳ子熊公園

H31-3-1

1010A

4級基準点網図
S=1:10,000

街区三角点

旭川開発建設部
3級基準点

四等三角点

・占用申請の有無にかかわらず、沿線住民の私的財産が道路敷地に越境している箇所を図示すること。

・道路敷地に越境している寸法等は、平面図上に寸法線などで図示することを標準とし、沿線住民の私的財産、

それに伴う寸法線等に関係のない図や文字列については、トリミング等で適宜消せるものとする。

・業務で作成する「現況平面図」を基図として作成することを標準とする。

・土木部土木管理課道路占用係に調査路線の申請状況を照会してもらった結果（申請の有無）を平面図上に

「引き出し線」を用いて図示すること。

※ただし、図示する対象物が隣接しているなど、平面図上が煩雑となる場合については、別途詳細図により図示
すること。

・縮尺については、「任意」とする。極力分割せずに一図面として作図すること。

・土木部道路管理課道路占用係に申請状況の照会に伺った年月日については、図面右下のタイトルボックス上部に

記載すること。（記載例は下記参照）
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【調査路線において占用申請がされている物件があった場合】

【記載例】

①：旭川市土木部土木管理課道路占用係に伺った年月日を記載する。

土木管理課道路占用係への申請状況照会日：令和〇年〇月〇〇日・・・①

②：調査路線において、占用申請物件があった場合は、件数を記載する。

照会結果：占用申請物件数　〇件中〇件・・・②

【調査路線において占用申請が1件もなかった場合】

①：旭川市土木部土木管理課道路占用係に伺った年月日を記載する。

②：調査路線において、占用申請が1件もなかった場合においては、

「占用申請なし。」と記載する。

照会結果：調査路線において、占用申請なし。・・・②

【記載例】

土木管理課道路占用係への申請状況照会日：令和〇年〇月〇〇日・・・①

※詳細図については、平面図上に寸法等を図示できる場合は、作図不要とする。
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〇〇　〇〇（地権者名）
1193-111（地番）

車庫・物置小屋（私的財産名称）

道路敷地に越境している範囲

道路中心線

【詳細図作図例】

塗図形、ﾊｯﾁﾝｸﾞ等で分かりやすく図示

【引き出し線図示例】

〇〇　〇〇（地権者名）
車庫・物置小屋（私的財産名称）

占用申請あり（なし）

※影響のない図形をトリミング等で消去し、わかりやすく図示する。

【不確定物件調査図作成例】

（地権者名）（地権者名）（地権者名）（地権者名）（地権者名）
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テキストボックス
照会後は、占用申請状況の確認を行った証明として、
当様式に道路占用係の職員から受け付け員の押印を受けること。
また、その他関係機関も同様に受付印等の押印を受けることを標準とするが、Webなどによる照会の場合においては、「Web照会」
と記載することとする。



Administrator
テキストボックス
様式-12


Administrator
テキストボックス
※当様式は写しを「その他参考資料」として編さんし、納品すること。



Administrator
テキストボックス
占用物件の申請状況を各関係機関に照会依頼する際に、当様式を取りまとめることで、
確認を行った証明とする。



Administrator
テキストボックス
受託者は、占用申請状況の照会を依頼する際には、業務対象路線の位置図（住宅地図の写しも可）を別途持参し、路線住所（例：〇条〇丁目～〇条〇丁目）を明確にしたうえで照会依頼すること。
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